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【問い合わせ先】 〒895-0041 薩摩川内市隈之城町228番地1
北薩地域振興局保健福祉環境部（川薩保健所）健康企画課

電話 0996-23-3165       FAX  0996-20-2127 
E-ﾒｰﾙ kita-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

◎： 警報発令中 ○： 注意報発令中

注意報

レベル

開　始
基準値

終　息
基準値

基準値

インフルエンザ 30.0 10 .0 10 .0 23 86 12.29 ↗ ○ 10 15 3.00 ↗ －

COVID-19 － － － 26 47 6.71 ↗ － 32 35 7.00 ↗ －

RS － － － 10 14 3.50 ↗ － 28 23 7.67 ↓ －

咽頭結膜熱 3.0 1.0 － 5 5 1.25 → － 5 5 1.67 → ◎

A群溶血性
ﾚﾝｻ球菌咽頭炎

8.0 4.0 － － － － → － － 8 2.67 ↗ －

感染性胃腸炎 20.0 12 .0 － 18 11 2.75 ↓ － 4 1 0.33 ↓ －

水痘 2.0 1.0 1 .0 － － － → － － － － → －

手足口病 5.0 2.0 － 2 2 0.50 → － － 2 0.67 ↗ －

伝染性紅斑 2.0 1.0 － － － － → － － － － → －

突発性発疹 － － － 2 4 1.00 ↗ － － － － → －

ヘルパンギーナ 6.0 2.0 － 34 35 8.75 ↗ ◎ 5 2 0.67 ↓ －

流行性耳下腺炎 6.0 2.0 3 .0 － － － → － － － － → －

急性出血性結膜炎 1.0 0.1 － － － － → －

流行性角結膜炎 8.0 4.0 － － 2 2.00 ↗ －

細菌性髄膜炎 － － － － － － → － － － － → －

無菌性髄膜炎 － － － － － － → － － － － → －

マイコプラズマ肺炎 － － － － － － → － － － － → －

クラミジア肺炎 － － － － － － → － － － － → －

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

－ － － － － － → － － － － → －

インフルエンザ

入院報告
－ － － － － － → － － － → －

－ － － 120 206 ↗ 84 91 ↗

前週

報告数
（人）定点報告数

定点
報告数

出水保健所管内

今週

報告数
（人）

内科・小児科
定点

定点種別 対象疾患

警報レベル 川薩保健所管内

前週

報告数
（人）

警　報
注意報

今週

報告数
（人）

前 週

からの
増 減

基幹定点

報　告　数　合　計

＜注意報・警報レベル＞
・川薩保健所管内 　ヘルパンギーナ（警報レベル），インフルエンザ（注意報レベル）
・出水保健所管内　 咽頭結膜熱（警報レベル）
　
　＜全数報告＞
・川薩保健所管内　 　結核2件   腸管出血性大腸菌感染症2件
・出水保健所管内　 　梅毒2件
　
＜インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等＞
・川薩保健所管内　　学級閉鎖：さつま町1件（6/16～6/18）
・出水保健所管内　　学年閉鎖：阿久根市1件(6/13～6/14)　　学級閉鎖：出水市5件（6/15～6/18）

小児科定点

眼科定点

警　報
注意報

定点
報告数

前 週

からの
増 減



★第 24 週に関しては，出水において咽頭結膜熱，川薩においてヘルパンギ
ーナが引き続き警報域でした。阿久根市にてインフルエンザと新型コロナ
ウイルス感染症による学年閉鎖が１件，さらに学級閉鎖が出水市では 5 件，
さつま町では 1 件ありました。こまめな手洗いや消毒，マスク着用で感染
対策に努めましょう。

★新型コロナウイルスに関しての参考資料

新型コロナウイルス感染症 「診療の手引き」
https://www.mhlw.go.jp/content/000936655.pdf

新型コロナウイルス感染症 「病原体検査の指針」
https://www.mhlw.go.jp/content/000914399.pdf

新型コロナウイルス感染症 「罹患後症状のマネジメント」
https://www.mhlw.go.jp/content/000952747.pdf

15W 16W 17W 18W 19W 20W 21W 22W 23W 24W

　インフルエンザ 30.00/10.00 10.00 0.29 － － 0.29 2.57 0.86 1.57 1.00 3.29 12.29

  COVID-19 － － 2.29 2.29 4.43 3.43 3.71 6.71

　ＲＳウイルス感染症 － － 5.25 7.00 6.50 1.50 0.75 0.50 1.75 0.50 2.50 3.50

　咽頭結膜熱 3.00/1.00 － － 0.50 － － 1.00 0.50 1.75 1.25 1.25 1.25

　A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8.00/4.00 － － 0.25 － 0.75 0.25 0.50 0.25 － － －

　感染性胃腸炎 20.00/12.00 － 4.00 2.00 3.00 1.75 5.75 5.50 1.75 1.75 4.50 2.75

　水痘 2.00/1.00 1.00 － 0.50 － 0.25 － － － － － －

　手足口病 5.00/2.00 － 0.25 － － － － 0.25 0.75 2.50 0.50 0.50

　伝染性紅斑 2.00/1.00 － － － － － － － － － － －

　突発性発疹 － － 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.50 1.00

　ヘルパンギーナ 6.00/2.00 － － － － 0.50 0.75 3.00 5.00 4.00 8 .50 8 .75

　流行性耳下腺炎 6.00/2.00 3.00 0.25 － － － － － － － － －

  急性出血性結膜炎 1.00/0.1 － － － － － － － － － － －

  流行性角結膜炎 8.00/4.00 － 3.00 2.00 － 4.00 5.00 3.00 1.00 － － 2.00

細菌性髄膜炎 － － － － － － － － － － － －

無菌性髄膜炎 － － － － － 1.00 － － － － － －

マイコプラズマ肺炎 － － － － － － － － － － － －

クラミジア肺炎 － － － － － － － － － － － －

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

－ － － － － － － － － － － －

15W 16W 17W 18W 19W 20W 21W 22W 23W 24W

　インフルエンザ 30.00/10.00 10.00 1.40 － － － 0.40 0.20 － 0.60 2.00 3.00

　COVID-19 － － 1.40 4.00 3.60 3.60 6.40 7.00

　ＲＳウイルス感染症 － － － － 1.67 1.33 1.67 2.00 4.33 6.00 9.33 7.67

　咽頭結膜熱 3.00/1.00 － 0.33 1.33 2.33 0.67 1.33 2.33 0.67 4 .33 1 .67 1 .67

　A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 8.00/4.00 － 0.67 0.67 1.00 0.33 2.00 3.67 1.67 2.33 － 2.67

　感染性胃腸炎 20.00/12.00 － 1.33 4.33 2.33 2.67 0.33 1.33 0.67 1.00 1.33 0.33

　水痘 2.00/1.00 1.00 － － － － 0.33 － － － － －

　手足口病 5.00/2.00 － － － － － － 1.00 0.33 － － 0.67

　伝染性紅斑 2.00/1.00 － － － － － － － － － － －

　突発性発疹 － － 0.33 0.67 0.33 0.67 0.67 0.67 － 1.00 － －

　ヘルパンギーナ 6.00/2.00 － － － 2.67 3.00 1.67 1.00 － － 1.67 0.67

　流行性耳下腺炎 6.00/2.00 3.00 － － － － － － － － － －

細菌性髄膜炎 － － － － － － － － － － － －

無菌性髄膜炎 － － － － － － － － － － － －

マイコプラズマ肺炎 － － － － － － － － － － － －

クラミジア肺炎 － － － － － － － － － － － －

感染性胃腸炎
病原体がロタウイルスに限る

－ － － － － － － － － － － －
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引き続き咽頭結膜熱に
ご注意を！！！

咽頭結膜熱とは…？

咽頭結膜熱とは，高熱、扁桃腺炎、結膜炎を特徴とした，アデノウイルスによる感染
症です。アデノウイルスは感染力がとても強く，乾燥にも強いウイルスです。プールの
水でうつることもあるため，プール熱ともいわれています。しかし，ほとんどが接触感
染（汚染されたものに触れ，その手で目・鼻・口を触れることで感染すること）により，
感染します。夏に流行しやすく，幼児～学童に多く見られます。これからの時期の感
染症対策に心がけましょう。

どうやって感染するの？

①消毒不良のプールに入る ②タオルを共有する ③飛沫を吸い込む

北太郎

薩子

感染しない，感染させないようにするには…？

①プールに入る前後に
身体をきれいにする

②ものを共有しない ③共有のものは
消毒を行う



6/18～6/24はハンセン病問題を
正しく理解する週間です

昨年のオンライン交流でも
実際に訪問したいという声

が寄せられています。

実際に参加した親子の
感想として，楽しかった，
また参加したいなどが

ありました。
3年ぶりに開催！！！

先着順です！





６／１８（日）～２４（土）はハンセン病
問題を正しく理解する週間です！

ハンセン病とは…？

ハンセン病とは“らい菌”という細菌が原因となり，
皮膚や四肢の神経に異常を来してしまう病気です。
感染力は極めて低く，公衆衛生環境が整っている
現代ではほとんど感染しません。しかし，ハンセン
病患者が現れ始めた１９世紀後半は，目につく箇
所に後遺症が残ることから，不治の病という誤っ
た知識が広まり，隔離が始まりました。

今では治療法も確立されており，早期治療を施
せば，後遺症も残りません。若い頃から隔離され
ていたために社会経験が乏しく，今も療養所で生
活している方もいらっしゃいますが，そのほとんど
の方が完治済みです。ハンセン病について正しく
理解することで，偏見や差別がなくなることを願っ
ています。

ハンセン病元患者様の御家族へ

●支給対象となる方

平成８年３月３１日までの間に「ハンセン病の発病歴・国内等居住歴がある方」と夫
婦，親子，兄弟等の関係にあったことがあり，現在生存されている方。

詳しくは厚生労働省（補助金担当窓口） ０３－３５９５－２２６２ まで

令和元年(2019年)11月15日に，議員立法により「ハンセン病元患者家族に対す
る補償金の支給等に関する法律（令和元年法律第55号。以下「法」という。）」が成
立し，同年11月22日に公布・施行されました。

ハンセン病の隔離政策の下，ハンセン病元患者様御家族等が偏見と差別の中
で，ハンセン病元患者様との間で望んでいた家族関係を形成することが困難にな
る等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず，その問題
の重大性が認識されませんでした。これに対する取組がなされてこなかったことを
深刻に受け止めるとともに，深くおわび申し上げます。

その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込め，法に基づき，対象となるハンセン病元
患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。






